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戸田ほほえみの郷   特別養護老人ホーム  

  

■料金表  

  

（１）施設利用料（１日あたり）  

①個室   サービス利用料金   介護保険からの給付額   自己負担額  

要介護１   ５，６１７円   ５，０５５円   ５６２円  

要介護２   ６，３０５円   ５，６７４円   ６３１円  

要介護３   ７，００４円   ６，３０３円   ７０１円  

要介護４   ７，６９２円   ６，９２２円   ７７０円  

要介護５   ８，３５９円   ７，５２３円   ８３６円  

②多床室   サービス利用料金   介護保険からの給付額   自己負担額  

要介護１   ５，６１７円   ５，０５５円   ５６２円  

要介護２   ６，３０５円   ５，６７４円   ６３１円  

要介護３   ７，００４円   ６，３０３円   ７０１円  

要介護４   ７，６９２円   ６，９２２円   ７７０円  

要介護５   ８，３５９円   ７，５２３円   ８３６円  
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（２）加算される料金  

   サービス利用料金   介護保険からの給付額   自己負担額  

①  個別機能訓練加算   １２３円   １１０円   １３円  

②  看護体制加算（Ⅰ）   ４１円   ３６円   ５円  

③  看護体制加算（Ⅱ）   ８２円   ７３円   ９円  

④  日常生活継続支援加算   ３６９円   ３３２円   ３７円  

⑤  栄養マネジメント加算   １４３円   １２８円   １５円  

⑥  口腔衛生管理体制加算（月額）   ３０８円   ２７７円   ３１円  

⑦  口腔衛生管理加算（月額）   １，１２９円   １，０１６円   １１３円  

⑧  初期加算   ３０８円   ２７７円   ３１円  

⑨  入院・外泊中の料金   ２，５２６円   ２，２７３円   ２５３円  

⑩  経口移行加算   ２８７円   ２５８円   ２９円  

⑪  経口維持加算Ⅰ（月額）   ４，１０８円   ３，６９７円   ４１１円  

⑫  経口維持加算Ⅱ（月額）   １，０２７円   ９２４円   １０３円  

⑬  若年性認知症入所者  

受け入れ加算  
１，２３２円   １，１０８円   １２４円  

⑭  療養食加算   １８４円   １６５円   １９円  

⑮  看取り介護加算１   １，４７８円   １，３３０円   １４８円  

⑯  看取り介護加算２   ６，９８３円   ６，２８４円   ６９９円  

⑰  看取り介護加算３   １３，１４５円   １１，８３０円   １，３１５円  

⑱  退所前訪問相談援助加算   ４，７２４円   ４，２５１円   ４７３円  

⑲  退所後訪問相談援助加算   ４，７２４円   ４，２５１円   ４７３円  

⑳  退所時相談援助加算   ４，１０８円   ３，６９７円   ４１１円  

㉑     退所前連携加算   ５，１３５円   ４，６２１円   ５１４円  

㉒   在宅・入所相互利用加算   ４１０円   ３６９円   ４１円  

㉓   障害者生活支援体制加算   ２６７円   ２４０円   ２７円  

㉔   認知症行動・心理症状  

緊急対応加算  
２，０５４円   １，８４８円   ２０６円  

㉕  介護職員処遇改善加算Ⅰ   所定単位数に５．９％を乗じた単位数単位数（１日につき）  
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①     専従の機能訓練指導員を１名以上（入所者１００人につき）配置し、看護・介護職員等と

共同して個別の機能訓練計画を作成・実施している場合に１日につき加算されます。  

②     常勤の看護師を１名以上配置している場合に１日につき加算されます。  

③   基準を上回る看護職員の配置と、施設から医療機関への２４時間体制が確保されている場

合に１日につき加算されます。  

④     入所者の数が６又はその端数を増す毎に、介護福祉士を１名以上配置していることに加え

て、（１）から（３）までのいずれかを満たす場合に１日につき加算されます。  

（１）新規入所者の総数のうち、要介護状態区分が要介護４又は要介護５の者の占める割合

が７０％以上である場合  

（２）新規入所者の総数のうち、日常生活に支障を来たすおそれのある症状又は行動が認め

られることから介護を必要とする認知症である者の占める割合が６５％以上である場合  

（３）社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１条各号に掲げる行為を必要とする者の占め

る割合が１５％以上である場合  

⑤   常勤の管理栄養士を１名以上配置し、医師、歯科医師、管理栄養士等が共同して、個別の

栄養ケア計画を作成・実施している場合に１日につき加算されます。  

⑥   歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助

言及び指導を月１回以上行い、入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画を作成している

場合に１月につき加算されます。  

⑦   歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し口腔ケアを月４回以上行った場合に、

１月につき加算されます。  

⑧   入所日から起算して３０日間施設利用料に加算されます。  

⑨     入所者が病院等へ入院又は居宅に外泊した場合、１月につき６日まで算定されます。初日

および最終日は施設利用料を算定します。  

⑩   経口移行計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語

聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合に 1日につき加算されます。  

⑪   現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害や誤嚥を有する入所者に対して、

医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員

その他の職員の者が共同して、食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに経口維持計画を

作成している場合であって、医師又は歯科医師の指示（歯科医師が指示を行う場合にあって

は、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。）に基づき管理

栄養士等が栄養管理を行った場合に１月につき加算されます。  

⑫   当該施設が協力歯科医療機関を定めている場合であり、経口維持加算（Ⅰ）において行う

食事の観察及び会議等に、医師（人員基準に規定する医師を除く。）、歯科医師、歯科衛生

士又は言語聴覚士が加わった場合、経口維持加算（Ⅰ）に加えて１月につき加算されます。  

⑬   受入れた若年性認知症利用者毎に個別の担当者を定めている場合に加算されます。  

⑭   医師の発行する食事せんに基づき、入所者の年齢、心身状況によって適切な内容の療養食

を提供した場合に１日につき加算されます。     

⑮（１）から（３）まで満たす場合に１日につき加算されます。  

（１）医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断した者ある場合  

（２）医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成した入所者の介護

に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画に

ついて同意している者（その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。）である

場合  

（３）看取りに関する指針に基づき、入所者の状態又は家族の求めに等に応じ随時、医師等

の相互の連携の下、介護記録等入所者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を
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受け、同意した上で介護を受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上で介護を受

けている者を含む。）である場合で死亡日以前４～３０日に算定します。  

⑯   ⑮の対象で死亡日前日及び前々日に算定します。  

⑰   ⑮の対象で死亡日に算定します。  

⑱   退所に先立って、介護支援専門員、生活相談員等が居宅を訪問し入所者・家族等に退所後

のサービス利用について相談援助を行った場合、入所中１回（入所後早期に相談援助の必要

がある場合は２回）を限度として算定します。  

⑲   退所後３０日以内に居宅を訪問し、入所者・家族等に相談援助を行った場合、退所後１回

を限度として算定します。  

⑳   退所時に、入所者・家族等に対し、退所後のサービス利用についての相談援助を行った場

合及び退所日から２週間以内に、市区町村・老人介護支援センター等に対し、介護状況を文

書により提出した場合入所期間が 1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サー

ビスに算定します。  

㉑   退所に先立って、入所者が希望する居宅介護支援事業者へ、退所後のサービス利用につい

て文書による情報を提供し、連携して調整を行った場合に算定します。  

㉒   認知症の行動・心理症状が認められた利用者について、緊急に介護福祉施設サービスを行

った場合（入所日から起算して７日を算定の限度とする）に１日につき加算されます。  

㉓   在宅生活を継続する観点から、複数の者であらかじめ在宅期間及び入所期間（入所期間が

３月を超えるときは、３月を限度とする。）を定めて、当該施設の居   室を計画的に利用し

ている者である場合に１日につき加算されます。     

㉔   視覚、聴力、言語機能に障害のある者、知的障害者又は精神障害者が１５人以上入所して

いる施設に、専従の障害者生活支援員１名以上（障害者５０人につき）常勤で配置している

場合に１日につき加算されます。  

㉕   ご利用サービス合計単位数に５．９％を乗じて得た金額の１割が１日につき加算されます。  

 
（３）居住費     

①個室   １日あたり   １，１５０円  

②多床室   １日あたり      ８４０円  

  

（４）食費     １日あたり     １，３８０円  

※   居住費及び食費について介護保険特定負担限度額認定を受けている場合に  

は、認定証に記載された額となります。また、入院・外泊期間中において居  

室が確保される場合は、居住費がかかります。  

  

（５）その他        

     ①     日用品費   １日あたり   ２００円        

日用品費用（ティッシュ・ペーパータオル・ウェットティッシュ類、タオル類、教

養娯楽費等）、預り金の出納管理に係る費用等を含みます。  

   ②   家電持込料   １製品１日あたり   ５０円  

（テレビ・電気毛布・電気ストーブ・扇風機・ラジカセ・携帯電話の充電器等）  

③     理美容サービス費（１回あたり）  

     理容     調髪２，５００円、丸刈り２，０００円  

              美容     ２，５００円  

④     外注食費、行政手続代行費              料金は、要した費用の実費といたします。  

⑤     クラブ活動費      料金は、別途かかります。  
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⑥   特別送迎費      送迎で戸田市・蕨市を超えた場合、別途実費がかかります。  

⑦     上記のほか、レクリエーション費用など一部料金がかかる場合もあります。  

※	 月ごとの集計を埼玉県国民健康保険団体連合会への請求と振り分ける関係  

から、１日あたりの単価は１円単位で変動する場合があります。予めご了承く  

ださい。  


